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3. 未就学児100人あたり保育所定員

1.国民健康保険への加入率

わが国の医療保険制度は1927年から施行され、社会保険制度のなかでも

っとも古い歴史をもち、1973年3月31日現在全人口の99.5％がこの制度

に加入している。医療保険の種類は、国民健康保険のほか政府管掌健康保

険、組合管掌健康保険、日雇労働者健康保険、船員保険、国家公務員共済

組合、地方公務員等共済組合、公共企業体職員等共済組合、私立学校教職

員共済組合などがある。

国民健康保険は、他の8つの医療保険制度に加入できない人々にたいし

て、市町村（または、数市町村が合体して組合型式をとることもある）が

保険者となる制度である。したがって他の8つの医療保険制度が職域単位

に構成されるのにたいして、国民健康保険は地域単位に構成される。また、

国民健康保険は加入者1人1人が被保険者であるため、被扶養者は存在し

ない。

国民健康保険制度の適用されていない町村は、1973年3月31日現在鹿

児島県十島村、三島村、沖縄県宜野座村、粟国村、南大東村など9町村で

あったが、1974年3月31日現在十島村、三島村の2村だけとなった。

〔凡例と作図の要点〕

昭和48年3月31日現在の国民健康保険への加入率(被保険者／人口)を

市町村別に表示した。

加入率：市町村人口にたいする国民健康保険の被保険者の割合

国民健康保険は、雇用者以外の一般国民を被保険者とした医療保険制度

である。

組合管掌健康保険は、その組合が設立された事業所の雇用者を被保険者

とする制度である。

政府管掌健康保険は、組合管掌健康保険組合が設立されない中小企業等

の雇用者を被保険者とし、政府を保険者とする制度である。

日雇労働者健康保険は、日雇の労働者を被保険者とし、政府を保険者と

する制度である。

その他船員保険など5つの医療保険制度は、雇用者のそれぞれの職域の

組合を保険者とし、その雇用者を被保険者とする制度である。

〔資料〕

1.国民健康保険中央会，昭和48年度版国民健康保険の実態

2.国民健康保険の医療費

〔凡例と作図の要点〕

昭和47年度の国民健康保険の被保険者1人あたりの年間医療費を市町

村別に表示した。

医療費は医療に費した金額であって、患者（被保険者）の負担額と保険

者の負担額の合計である。国民健康保険制度は、保険者の負担額を医療費

の70％、実際の患者の支払額を医療費の30％と定めている。

この図では、国民健康保険を除く8つの医療保健制度については市町村

別の統計がないため表示していない。

〔資料〕

1.国民健康保険中央会，昭和48年度版国民健康保険の実態

3.未就学児100人あたり保育所定員

1970年10月1日現在の未就学児は1200万人で全人口の12％にあた

る。また、保育所(沖縄県を除く)は、1970年12月31日現在14,101施設

で、定員は119.5万人、在籍児は113.1万人である。1974年には17,341施設、

定員は159.2万人、在籍者は152.4万人となっている。17,341施設のうち

63％は公営、37％は私営である。また保育所の定員は50人以下の保育所が

全体の7.6％、51～80人の保育所が40％、81～110人の保育所が26.0％、111

～150人の保育所が19.5％、151人以上の定員の保育所が7.0％となってい

る。

在籍児の年令別構成は、0歳児1.1％、1～2歳児16.1％、3歳児2.8％、4

歳児以上79.8％である。

これら152.4万人の在籍児にたいする保母は11.5万人で、保母1人あた

りの在籍児は13人である。

〔凡例と作図の要点〕

未就学児は1970年10月1日現在の国勢調査報告による6歳以下の幼児

とした。

〔資料〕

1.社会福祉事業振興会資料

2.厚生省，昭和49年社会福祉施設調査報告

3.厚生省，昭和49年度社会福祉行政業務報告

患者1人あたり医療費の推移

(社会保険庁事業年報から作成)

医療保険適用者数の制度別割合 (1973)

総数 1億748万人

(社会保障統計年報から作成)

(社会福祉施設調査報告から作成)

1:19,000,0001:19,000,000

保育所数 (1974) 保母1人あたりの在籍児数
(保母数は1974年10月1日保育児数は1975年3月1日現在)

(社会福祉施設調査報告から作成)

(社会福祉施設調査報告から作成)

1:19.000.000

保育所の在籍児数(1975)
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71.1

(1973)

1:4,000,000
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国民健康保険への加入率

国民健康保険への加入率

30％未満

30％以上 40％未満

40％以上 50％未満

50％以上 60％未満

60％以上 70％未満

70％以上 80％未満

80％以上

国民健康保険が適用されていない市町村

都 府 県 界

市町村界および東京都の区界

1973.3.31現在
全国平均 44.3％



71.2

(1972)

1:4,000,000
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国民健康保険の医療費

国民健康保険の医療費

被保険者1人あたり年間医療費

(患者および保険者の負担額)

18,000円未満

18,000円以上 22,000円未満

22,000円以上 26,000円未満

26,000円以上 30,000円未満

30,000円以上 34,000円未満

34,000円以上

国民健康保険が適用されていない市町村

都 府 県 界

市町村界および東京都の区界

全国平均 24,890円



71.3

(1970)

1:4,000,000

298

未就学児100人あたり保育所定員

未就学児100人あたり保育所定員

保育所なし

5人未満

5人以上 10人未満

10人以上 15人未満

15人以上 20人未満

20人以上 30人未満

30人以上 40人未満

40人以上

都 府 県 界

市町村界および東京都の区界

政令指定都市の区界

1970.12.31現在

全国平均9.7人
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